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(57)【要約】
【解決手段】飲料又は食品を提供することができる容器
であって、第１壁部と、第２壁部と、第１壁部と第２壁
部の間に延在する底部とを含む。底部の材料は、第１側
部と第２側部に対して伸ばされて、ドームのような予め
選択された薄い外形に成形される。ドーム又はその周囲
の容器の材料は、ほぼ均一な厚さである。材料のブラン
クから成形される容器は、成形前にベースゲージを有す
る。成形後、ドーム又はその周囲の容器の材料はベース
ゲージよりも薄い。材料のブランクを選択的に容器に形
成するツーリングと方法も開示される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１側壁と、
　第２側壁と、
　前記第１側壁と前記第２側壁の間に延在する底部とを有する容器であって、
　前記底部の材料は、前記第１側壁と前記第２側壁に対して伸ばされて、予め選択された
薄い外形を成している容器。
【請求項２】
　前記予め選択された薄い外形はドームである、請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記容器のドーム又はその周辺の材料は、略均一な厚さを有する、請求項１に記載の容
器。
【請求項４】
　前記容器は、材料のブランクから成形され、
　前記材料のブランクは、成形される前にベースゲージを有し、
　成形後、前記容器のドーム又はその周辺の材料は厚さを有し、
　前記ドーム又はその周辺の材料の厚さは前記ベースゲージよりも薄い、請求項２に記載
の容器。
【請求項５】
　前記ドーム又はその周辺の材料の厚さは、前記ベースゲージよりも約０．０００３イン
チから約０．００３インチ薄い、請求項４に記載の容器。
【請求項６】
　前記容器は、材料のブランクから成形され、
　前記材料のブランクは、予め形成されたドームを有している、請求項１に記載の容器。
【請求項７】
　前記容器は缶ボディである、請求項１に記載の容器。
【請求項８】
　前記容器はカップである、請求項１に記載の容器。
【請求項９】
　材料のブランクを容器へと選択的に成形するツーリングであって、
　前記容器は、第１側壁と、第２側壁と、前記第１側壁と前記第２側壁の間に延在する底
部とを有し、
　前記ツーリングは、
　上側ツーリングアセンブリと、
　下側ツーリングアセンブリとを有し、
　前記材料のブランクは、前記第１側壁の近くと前記第２側壁の近くにて、前記上側ツー
リングアセンブリと前記下側ツーリングアセンブリの間に固定され、
　前記底部は、前記第１側壁と前記第２側壁に対して伸ばされて、予め選択された薄い外
形を形成するツーリング。
【請求項１０】
　前記上側ツーリングアセンブリは、フォーミングパンチを有し、
　前記下側ツーリングアセンブリは、パッドを有し、
　前記フォーミングパンチは、前記材料のブランクを移動させて、前記パッドに接触させ
る、請求項９に記載のツーリング。
【請求項１１】
　前記パッドは、前記上側ツーリングアセンブリと前記下側ツーリングアセンブリの間で
、前記材料のブランクを曲げて、固定するように構成されたステップビードを含む、請求
項１０に記載のツーリング。
【請求項１２】
　前記下側ツーリングアセンブリは、更に輪郭を有し、
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　前記輪郭は、前記底部に嵌まって、伸ばして、前記予め選択された薄い外形を形成する
、請求項１１に記載のツーリング。
【請求項１３】
　前記予め選択された薄型の外形はドームである、請求項９に記載のツーリング。
【請求項１４】
　前記容器のドーム又はその周囲の材料はほぼ均一な厚さである、請求項９に記載のツー
リング。
【請求項１５】
　前記容器は、材料のブランクから成形され、
　前記材料のブランクは、成形される前にベースゲージを有し、
　成形後、前記容器のドーム又はその周辺の材料は厚さを有し、
　前記ドーム又はその周辺の材料の厚さは前記ベースゲージよりも薄い、請求項９に記載
のツーリング。
【請求項１６】
　前記ドーム又は周囲の厚さは、前記ベースゲージよりも、約０．０００３インチから約
０．００２インチ薄い、請求項１２に記載のツーリング。
【請求項１７】
　前記材料のブランクは、予め形成されたドームを有している、請求項９に記載のツーリ
ング。
【請求項１８】
　前記容器は、缶ボディである、請求項９に記載のツーリング。
【請求項１９】
　前記容器は、カップである、請求項９に記載のツーリング。
【請求項２０】
　容器を選択的に成形するための方法であって、
　材料のブランクを、ツーリングに導入する工程と、
　第１側壁と、第２側壁と、前記第１側壁と前記第２側壁の間に延在する底部とを含むよ
う、前記料のブランクを成形する工程と、
　前記材料の移動を抑えるために、前記第１側部の近くと前記第２側部の近くとで、前記
ツーリングの間に材料を固定する工程と、
　前記底部を伸ばし、予め選択された薄型の外形に成形する工程と、
を含む方法。
【請求項２１】
　前記予め選択された薄型の外形はドームである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ブランクとして、予め形成されたドームを有するブランクを提供する工程を更に含
んでおり、
　前記成形する工程は、前記予め形成されたドームを伸ばして薄くする工程を含む、請求
項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[関連出願]
　本願は、２００９年１０月２１日に出願された、仮出願第６１／２５３，６３３号、発
明の名称「容器、選択的に成形されたカップ、ツーリング及びそれらを製造する方法」の
利益を主張する。
【０００２】
[技術分野]
　開示されたコンセプトは、概して、容器に関しており、より具体的には、例えば、ビー
ル又は飲料缶や食料缶などの金属容器に関している。開示されたコンセプトは、カップと
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、カップや容器を成形するためのブランク(blank)とにも関している。開示されたコンセ
プトは、更に、カップ又は容器の底部を選択的に成形して、カップ又は底部における材料
の量を減少するための方法及びツーリング(tooling)に関している。
【背景技術】
【０００３】
　シート状の金属ブランクを絞り加工(draw)及びしごき加工(iron)して、飲料(例えば、
炭酸飲料、非炭酸飲料)、食料又は他のものをパッケージングする薄壁の容器又は缶ボデ
ィを作製することは、一般によく知られている。一般的に、そのような容器を成形する為
の最初の工程の一つは、カップを成形することである。カップは、通常、完成した容器よ
りも低く、幅広である。従って、カップは、一般的に、様々な追加の処理を更に受けて、
完成した容器に成形される。例えば、図１に示されるように、従来の缶ボディ(2)は、薄
い側壁(4)(6)と、外側に出っ張る環状の突出部(ridge)(10)を含む底部形状(8)とを有する
。底部形状(8)は、環状の突出部から内側に傾斜して、内側に突出するドーム部(12)を形
成する。缶ボディ(2)は、材料のブランク(例えば、金属シートであるが、これに限定され
ない)から成形される。
【０００４】
　産業界においては、ゲージ厚さを小さくして、容器を成形するのに用いられる材料の量
を減少するという不断の要求がある。しかしながら比較的薄いゲージの材料からの容器成
形に関する不利益として、とりわけ、容器にしわが形成されるという傾向があり、特に、
再絞りやドーム形成中にしわが形成される。従来の提案の大半は、様々な形状の底部形状
に向けられており、強固にして、座屈(buckling)に抵抗する一方で、缶ボディを成形する
ために薄いベースゲージを有する金属を使用可能にすることを目的としていた。したがっ
て、従来の要求は、ドーム部及び底部形状での金属の厚さを維持し、缶ボディのこの領域
における強度を維持または増加して、それによって、しわを避けることにあった。
【０００５】
　ドームがある(domed)カップ又は缶ボディを成形するためのツーリングは、従来、凸状
に湾曲したパンチコアと、凹状のダイコアとを有しており、ドームがある缶ボディは、パ
ンチコアとダイコアの間に運ばれた材料(例えば、シート状金属ブランクがあるが、これ
に限定されない)から成形される。一般的に、パンチコアがダイコアへ向けて下方に延び
て、ドーム状のカップ又は缶ボディを成形する。ドーム状の部分の厚さを維持するために
、材料は、ドーム状となる部分の何れかの側にて、比較的軽くクランプされる。つまり、
材料は、ドームに向かって移動(例えば、スライド)又は流れて、底部形状の望ましい厚さ
を維持するように成形される。ドーム形成方法及び装置は、例えば、限定を目的とするこ
となく引用を以て本明細書の一部となる米国特許第４，６８５，３２２号、第４，７２３
，４３３号、第５，０２４，０７７号、第５，１５４，０７５号、第５，３９４，７２７
号、第５，８８１，５９３号、６，０７０，４４７号、及び７，１２４，６１３号に開示
されている。
【０００６】
　このように、選択的に成形されたカップと、そのようなカップや容器を提供するための
ツーリング及び方法に加えて、ビール／飲料缶や食料缶などの容器には改良の余地がある
。
【発明の概要】
【０００７】
　これらやその他の要請は、開示されているコンセプトの実施形態によって満たされ、当
該実施形態は、飲料缶や食料缶等の金属容器と、カップと、カップや容器を成形するため
のブランクと、カップ又は容器の底部を選択的に成形して、カップ又は底部の材料の量を
減少する方法及びツーリングとを提供する。
【０００８】
　開示されたコンセプトの一つの態様として、容器は、第１側壁と、第２側壁と、第１側
壁と第２側壁との間に延在する底部とを備える。底部の材料は、第１側壁と第２側壁とに
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対して伸ばされており、予め選択された薄型の外形を形成する。
【０００９】
　予め選択された薄型の外形は、ドームであってよい。ドーム又はその周辺における容器
の材料は、ほぼ均一な厚さである。容器は、材料のブランクから成形されてよく、材料の
ブランクは、成形される前にベースゲージ(base gauge)を有する。成形後、ドーム又はそ
の周辺における容器の材料の厚さは、ベースゲージよりも、約０．０００３インチ(０．
００７６２ｍｍ)から約０．００３インチ(０．０７６２ｍｍ)薄くてよい。
【００１０】
　容器は、材料のブランクから成形されてよく、材料のブランクは予め形成されたドーム
部を有してよい。
【００１１】
　開示されたコンセプトの他の態様として、材料のブランクを容器へと選択的に成形する
ために、ツーリングが提供される。第１側壁と、第２側壁と、第１側壁と第２側壁との間
に延在する底部とを含んでいる。ツーリングは、上側ツーリングアセンブリと、下側ツー
リングアセンブリとを備えている。材料のブランクは、第１側壁の近くと第２側壁の近く
にて、上側ツーリングアセンブリと下側ツーリングアセンブリの間でクランプされる。底
部は、第１側壁と第２側壁に対し相対的に伸ばされて、予め選択された薄い外形を形成す
る。
【００１２】
　開示されたコンセプトの更なる態様として、容器を選択的に成形する方法が提供される
。この方法は、ツーリングに、材料のブランクを導入する工程と、第１側壁と、第２側壁
と、第１側壁と第２側壁の間に延在する底部とを含む様に、材料のブランクを成形する工
程と、第１側壁の近くと第２側壁の近くにて、ツーリングの間に材料をクランプして、材
料の移動を抑える工程と、底部を伸ばして予め選択された薄型の外形を成形する工程とを
含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　開示されたコンセプトの完全な理解は、添付の図面と併せて、好ましい実施形態に関す
る以下の説明を読むことことで得られる。
【図１】図１は、飲料缶と、飲料缶を成形するために用いられる材料のブランクの側面図
である。
【図２】図２は、開示されたコンセプトの実施形態に従った容器と、容器に成形される材
料のブランクの非限定的な実施例の側面図であり、仮想線は、開示されたコンセプトの他
の態様に従った、予め設定された材料のブランクを示している。
【図３】図３は、開示されたコンセプトの実施形態に従ったツーリングの側断面図である
。
【図４】図４は、開示されたコンセプトの他の実施形態に従ったツーリングの側断面図で
ある。
【図５】図５は、図４のツーリングの一部平面図である。
【図６】図６は、図５の線６－６に沿った断面図である。
【図７】図７は、図５の線７－７に沿った断面図である。
【図８】図８は、図６の部分８の拡大図である。
【図９】図９Ａ-図９Ｄは、開示されたコンセプトの非限定な実施例に従った、カップの
連続した成形工程の側面図である。
【図１０】図１０Ａ－図１０Ｃは、開示されたコンセプトの非限定な他の実施例に従った
、カップの連続した成形工程の側面図である。
【図１１】図１１Ａ－図１１Ｄは、開示されたコンセプトの非限定な他の実施例に従った
、薄型カップの金属厚さを示す側面図であり、図１１Ａは、材料のグレイン(grain)の方
向、図１１Ｂは、グレインに対する向きに、図１１Ｂは、グレインに対して４５度の向き
に、図１１Ｄは、グレインに対して１３５度の向きにドームの厚さがほぼ均一であること
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を示している。
【図１２】図１２は、開示されたコンセプトの非限定な実施例に従った、ドーム部の様々
な場所におけるドームの金属厚さをプロットしたグラフである。
【図１３】図１３は、ベース金属の金属厚さと、図１１Ａ－図１１Ｄの方向の各々につい
て、グレインを横断する向きに、図１２のドーム部の様々な場所でのドームの金属厚さと
プロットしたグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　例示の目的として、開示されたコンセプトの実施形態は、カップに適用されるとして説
明されているが、それらは、公知の又は適切な任意の缶ボディ又は容器(例えば、これら
に限定されないが、飲料／ビール缶及び食料缶など)のエンドパネル又は底部を適切に伸
ばすために用いられてよいことは理解されるであろう。
【００１５】
　添付の図面に示されており、明細書で説明されている具体的な要素は、単に、開示され
たコンセプトの例示の実施例であって、単なる例示の目的で、非限定な実施例として提示
されていることが理解されるであろう。そのため、本明細書で開示された実施例に関した
具体的な寸法、方向及びその他の物理的な特徴は、開示されたコンセプトの範囲を限定し
ているとして考えられるべきではない。
【００１６】
　例えば、「左」、「右」、「上側」、「下側」、「上の」、「下の」及びそれらの派生
語のような、本明細書で用いられる向きを示す語句は、図面で示された構成要素の向きに
関しており、請求の範囲にて明記されていない限り、請求の範囲を限定しない。
【００１７】
　本明細書で用いられているように、２又は３以上の部品が互いに「結合される」との記
述は、部品が、直接互いに連結される、又は１若しくは２以上の中間部品を介して互いに
連結されることを意味する。
【００１８】
　本明細書で用いられているように、「数」の語は、１又は１より大きな整数(即ち、複
数)を意味する。
【００１９】
　図２は、材料のブランク(20)と飲料缶(22)を示しており、飲料缶(22)は、開示されたコ
ンセプトに従った、ある非限定な実施例によって選択的に成形された底部形状(24)を有し
ている。具体的には、以下に詳細に説明されているように、缶底部(24)の材料は、特にそ
のドーム部(26)の材料は、伸ばされており、それによって薄くされている。図２の実施例
は飲料缶を示しているが、開示されたコンセプトは、既知又は適切である代わりの任意の
タイプの容器(例えば、これに限定されないが食料缶(図示せず))の底部を、又は、そのよ
うな容器へと後に成形されるカップ(例えば、図９Ａ－９Ｄ及び図１１Ａ－図１１Ｄのカ
ップ(122)や図１０Ａ－図１０Ｃのカップ(222)を参照)の底部を伸ばして、薄くするのに
用いられ得ることが理解されるであろう。
【００２０】
　図２(及び添付された全ての図面)に示される具体的な寸法は、単に例示の目的のために
与えられており、開示されたコンセプトの範囲を限定していないことも理解されるであろ
う。即ち、ベースゲージについて既知の又は代わりの任意の厚さが、既知の又は適切な容
器、エンドパネル若しくはカップについて、開示されたコンセプトの範囲から逸脱するこ
となく実施されるだろう。図２の非限定的な実施例において、缶ボディ(22)の壁厚は、０
．００４０インチ(０．１０１６ｍｍ)であり、缶底部(24)とドーム(26)の厚さは、０．０
０９８インチ(０．２４８９ｍｍ)でほぼ均一である。従って、缶底部(24)の材料は、０．
０１０８インチ(０．２７４ｍｍ)である材料のブランク(20)のベースの標準厚さから、約
０．００１０インチ(０．０２５４ｍｍ)だけ薄くされている。これは、従来の缶(例えば
、０．０１０８インチ(０．２７４ｍｍ)の缶底部(8)を有する図１の缶ボディ(2)参照)に
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対して、重量の大幅な減少と費用の抑制をもたらす有意な減少であることが理解されるで
あろう。さらに、その他の利点としては、これにより、同じ缶ボディを成形するために、
より小さい材料のブランクを使用することができる。例えば、これに限定されないが、図
２の非限定な実施例のブランク(20)は、約５．３２５インチ(約１３．５２５ｍｍ)の直径
を有し、一方、図１のブランク(14)は、約５．４００インチ(約１３．７１６ｍｍ)の直径
を有している。これは、結果として、使用される(例えば、ツーリングに与えられる)材料
のコイルの幅(図示せず)をより小さくすることを可能にし、それにより配送コストが低く
なる。
【００２１】
　さらに、開示されたコンセプトは、材料を薄くし、それに関連して、材料の全体の量と
重さを減少することを達成できるが、最終産物を成形するのに供給されるストック材料に
ついて、材料処理費用の増加を受けることがない。例えば、これに限定されないが、材料
のベースゲージ(例えば、厚さ)を減少させるためにストック材料の処理を増加させると(
例えばローリング)、材料の初期コストが相対的に大幅に増加するという望ましくない結
果となり得る。開示されたコンセプトは、望ましい薄型化と減量化を達成し、さらに、よ
り一般的で安価なベースゲージを有するストック材料を使用する。
【００２２】
　図２を更に参照すると、開示されたコンセプトは、予め成形された材料のブランク(20'
)を用いてよく、又は用いるように実施されてよいことが理解されるであろう。例えば、
これに限定されないが、予め形成されたドーム部(26')を有する予め成形された材料のブ
ランク(20')は、図２の仮想線で示されている。そのような予め成形されたブランク(20')
は、ツーリング(300)(図３)、ツーリング(300')(図４－図８)に供給され、さらに、次に
、所望のカップ(122)(図９Ａ－図９Ｄ及び１１Ａ－図１１Ｄ)、カップ(222)(図１０Ａ－
図１０Ｄ)、又は容器(22)(図１)に成形される。予め成形された材料のブランク(20')の利
点の１つは、輸送及び配送のために、一つを他の中へと入れ子にできる複数のこのような
ブランク(20')の能力である。予め形成されたドーム部(26')は、好ましくは、ツーリング
(300)(図３)、ツーリング(300')(図４－図８)内で、ブランク(20')を掴み、その向きを定
める機構を提供する。さらに、ブランク(20')の幅を、更に減少することもできる。例え
ば、これに限定されないが、非限定の図２において、予め成形されたブランク(20')は、
５．３００インチ(１３．４６２ｍｍ)に減少した直径を有する。
【００２３】
　図３－図８は、開示されたコンセプトに従って、容器材料(例えば、これに限定されな
いが、ブランク、カップ、缶ボディ)を伸ばして、薄くするツーリング(300)(図３)、ツー
リング(300')(図４－図８)を示している。特に、選択的な成形工程(例えば、伸ばし)が、
的確なツーリングの配置と配列によって、達成されている。非限定的な１つの実施形態で
は、プロセスは、ツーリングアセンブリ(300)(図３)、ツーリングアセンブリ(300')(図４
－図８)の構成部材の間に、材料のブランク(例えば、これに限定されないが、ブランク(2
0))を導入して、ベース金属厚さ又はゲージを有する標準的な平らな底部のカップ(122)(
例えば、図９Ａ及び１０Ａ参照)を成形することで開始する。
【００２４】
　図３及び図４に示す様に、ツーリングは、好ましくは、フォーミングパンチ(304)(図３
)、フォーミングパンチ(304')(図４)と、下側ツーリングアセンブリ(306)(図３)、下側ツ
ーリングアセンブリ(306')(図４)とを含む。カップ(122)が成形された後、フォーミング
パンチ(304)は下向きに移動を続けて、カップ(122)が下側パッド(308)(308')に接触する
までカップ(122)を下方へ押す。図示及び説明されている非限定的な実施形態においては
、下側パッド(308)は、成形(contoured)ステップビード(310)を有するが(下側パッド(308
')のステップビード(310')として、図８の拡大図に最もよく示されている)、そのような
ステップビードが必須ではないことが理解されるであろう。成形ステップビード(310)(31
0')は、例えば、図８に示す様に、材料をクランプして、カップ(124)の側壁のちょうど内
側に材料を固定することによって、ほぼ静止した状態で材料を保持することを容易にする
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。このように、側壁(124)の材料は、しっかりと保持されて、カップ(122)の底部(128)に
材料がスライド又は流れることが防止される。従って、開示されたコンセプトは、従来の
容器の底部を成形する(限定されないがドーミング加工(doming))方法及び装置とは、大幅
に異なっていることが理解されるだろう。つまり、従来の成形プロセスにおいては、カッ
プ又は容器の側部がクランプされているかもしれないが、一方で、相対的に小さな圧力が
掛かって、カップ又は容器の底部への材料の移動が促される。言い換えれば、底部におけ
る材料の厚さを維持するように、容器の底部の材料を従来のように固定して伸ばすことが
明確に避けられた。
【００２５】
　上述したステップビード(310)(310')は、開示されたコンセプトにおける必須の特徴で
ないことは理解されるであろう。例えば、図９Ａ－図９Ｄは、開示されたコンセプトの実
施形態による非限定的な実施例のカップ(122)を成形する連続した工程又はステージを図
示しており、当該実施形態にて、ツーリング(300)(300')は、ステップビード(310)(310')
を含んでいる。一方、図１０Ａ－図１０Ｃは、開示されたコンセプトの他の実施例による
カップ(222)の連続したステージを開示しているが、ここでは、ツーリング(300)(300')が
あらゆるステップビードを含んでいない。図９Ａ－図９Ｄにおいて、４つの成形ステージ
が示されており、３つの成形ステージが図１０Ａ－図１０Ｃの例で示されているが、成形
ステージについて、任意の既知の又は適切な代わりの回数、及び/又は、任意の既知の又
は適切な順序が、開示されたコンセプトに従って、材料を適切に伸ばし、薄くするために
実施されてよいことが理解されるであろう。更に、開示されたコンセプトの範囲から逸脱
することなく、底部(128)(例えば、ドーム(130))に、材料が移動(例えば、スライディン
グ)する又は流れることを防ぐために、材料を十分に固定するための公知の技術又は適切
な機構が採用されてよいことが理解されるであろう。例えば、これに限定されるものでは
ないが、カップ(122)の側部(124)(126)又は容器本体(22)(図２)、若しくはそれらに近接
する場所を保持するための圧力は、図３に概ね示されているように空気圧で、図４－図７
で示されているように所定の数の付勢要素で(例えば、これに限定されないがバネ(312)(3
14)等)、或いは、公知又は適切な保持手段(例えば、これに限定されないが油圧等)又は機
構によって与えられてよい。
【００２６】
　開示されたコンセプトの１つの非限定な実施例では、材料が移動(スライド)又は流れる
ことがないように、それよりも、その後の成形工程にて伸びることがないように、材料が
クランプされる(例えば、ほぼ一定の位置で固定される)が、そのようなクランプ効果を要
するのに必要とされる力の量(例えば、圧力)は、できるだけ小さいことが好ましい。この
ように、異なるプレス(例えば、限定されないが、容量が大きいプレス)(図示せず)を必要
とすることなく、必要なクランプ力を提供して、開示された伸ばしと薄化とを容易にする
ことができる。このように、開示されたコンセプトは、既存のプレスを、比較的早く、容
易に再構成することで、この分野で使用中の既存の設備を容易に用いることができる点で
有利である。
【００２７】
　表１は、開示されたコンセプトの幾つかの非限定的な実施例に従って、クランプ力を与
えるために異なる数(例えば、５、１０、２０)のバネ(これに限定されないが、バネ(312)
(314))を用いた結果であるクランプ力及び撓み(deflection)を数値で表している。
【００２８】
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【００２９】
　(例えば、これに限定されないが、図８に示すように、ほぼ一定の位置にて)外側の材料
が適切にクランプされると、パンチ(304')が続けて下方向に移動し、カップの底部の領域
(128)の材料を、ツーリング(300')の輪郭(contour)(316)に押し付けて、材料は、輪郭に
沿った形状(130)(図９Ｄ、図１０Ｃ、図１１Ａ－図１１Ｄ、図１２及び図１３)へと伸ば
されて、それにより薄くされる。このプロセスに従って成形された非限定的なカップ(122
)の実施例は、図９Ａ－図９Ｄに示されている(ツーリング(300')は、ステップビード(310
')を含む)。図１０Ａ－図１０Ｃには、別の例であるカップ(222)が示されている(ツーリ
ングは、ステップビードを含まない)。例えば、図９Ｄを参照すると、ドーム部(130)(図
９Ｄ及び図１１Ｄ)、ドーム部(130)(230)(図１０Ｃ)の材料が伸ばされて、それによって
、約０．００１インチ(０．０２５ｍｍ)又はそれよりも薄くされる。図示及び説明された
例において、形成された形状は、ドーム(130)(230)であるが、開示されたコンセプトの範
囲から逸脱することなく、その他の公知又は適切な任意の形状に形成されてよいことが理
解される。
【００３０】
　図９Ｃ、図９Ｄ、図１１Ａ－図１１Ｄ、図１２及び図１３を参照すると、有利なことに
、ドーム部(130)における伸びた材料は、ほぼ均一な厚さであることが理解される。より
具体的には、図９Ｃ(部分的に形成されたカップのドーム(130'))と、図９Ｄ(完全に形成
されたカップのドーム(130))とに示すような、ドーム(130)の幅又は直径に沿った様々な
場所(例えば、図１２及び図１３の測定場所Ａ－Ｉを参照)だけでなく、図１１Ａ及び図１
３に示すようなグレインの向き、図１１Ｂ及び図１３に示すようなグレインに対して反対
の向き、図１１Ｃ及び図１３に示すようなグレインに対して４５度の向き、図１１Ｄ及び
図１３に示すようなグレインに対して１３５度の向きなどの様々な向きについても、材料
の厚さは均一なである。図１２及び図１３のグラフは、更にこれらの結果を裏付けるもの
である。図１３は、グレインに対する前述の各方向に対して、グレインを横断する向きに
、Ａ－Ｉの場所の金属の厚さを１つのグラフにプロットしている。
【００３１】
　このように、開示されたコンセプトは、例えば、ドーム部(26)(図２)、ドーム部(130)(
図９Ｄ及び図１１Ａ－図１１Ｄ)、ドーム部(230)(図１０Ｃ)のような、容器(22)(図２)又
はカップ(122)(図９Ａ－図９Ｄ及び図１１Ａ－図１１Ｄ)(222)(図１０Ａ－図１０Ｃ)の底
部(24)(図２)を選択的に伸ばして、薄くするためのツーリング(300)(図３)及びツーリン
グ(300')(図４－図８)と方法とを提供し、それにより、材料と費用を比較的大幅に削減す
る。
【００３２】
　本発明の具体的な実施例について詳細に説明したが、当該技術分野の通常の知識を有す
る者には、これらの詳細について様々な変更及び置換が、開示された技術を踏まえて行わ
れることを理解するであろう。従って、開示された具体的な構成は、あくまで説明の目的
のものであって、特許請求の範囲とその任意及び全ての均等物の全てに認められる本発明
の技術的範囲を制限するものではない。
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